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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信信号の無線品質に応じて伝送レートが可変となる適応変調方式と、再送回数に応じ
てパケット誤り率が可変となるＨＡＲＱ(Hybrid Automatic Repeat Request)方式とに基
づく受信機において、
　前記受信信号を復調すると共に、前記無線品質を出力する復調手段と、
　前記無線品質における平均値を算出する平均値算出手段と、
　前記無線品質における標準偏差を算出する標準偏差算出手段と、
　所要伝送速度を出力する所要伝送速度出力手段と、
　前記平均値及び前記標準偏差を用いて、前記所要伝送速度を実現するために必要となる
前記無線品質の所要平均値を算出する所要平均値導出手段と、
　前記平均値算出手段から出力された現平均値と、前記所要平均値導出手段から出力され
た所要平均値との差分値を生成し、前記送信機へ返信するフィードバック信号生成手段と
を有することを特徴とする受信機。
【請求項２】
　前記無線品質は、希望信号対干渉・雑音信号電力比ＳＩＮＲ(Signal to Interference 
and Noise power Ratio)であることを特徴とする請求項１に記載の受信機。
【請求項３】
　前記所要平均値導出手段は、
　統計的な無線品質の平均値及び標準偏差を用いて、異なる電界強度変動（Ｋファクタ）
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毎に、無線品質の平均値に対する最大伝送速度を表す推定関数を導出する推定関数導出手
段と、
　現在の無線品質の現平均値及び現標準偏差を用いて電界強度変動を算出し、当該電界強
度変動に対応する前記推定関数を選択し、当該推定関数について現平均値に対応する推定
最大伝送速度を導出する推定最大伝送速度導出手段と、
　前記推定最大伝送速度が所要伝送速度以上となる最小の平均値を、所要平均値として導
出する所要平均値導出手段と
を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の受信機。
【請求項４】
　前記推定関数導出手段は、
　統計的な無線品質の平均値及び標準偏差に基づいて、無線品質の確率密度関数を算出す
る確率密度関数算出手段と、
　前記確率密度関数に基づいて、パケット誤り率を算出するパケット誤り率算出手段と、
　前記パケット誤り率を用いて、フレーム誤り率を算出するフレーム誤り率算出手段と、
　前記フレーム誤り率が所定閾値以下となる最大伝送レートを選択する最大伝送レート選
択手段と、
　前記パケット誤り率に基づいて、前記最大伝送レートにおける平均パケット再送回数を
算出する平均パケット再送回数算出手段と、
　前記フレーム誤り率及び前記平均パケット再送回数に基づいて、前記最大伝送レートに
おける最大伝送速度を算出する最大伝送速度算出手段と、
　無線品質の平均値及び標準偏差を用いて算出された異なる電界強度変動毎に、無線品質
の平均値に対する最大伝送速度を表す複数の推定関数を算出する推定関数算出手段と
を有することを特徴とする請求項３に記載の受信機。
【請求項５】
　前記推定関数導出手段は、
　統計的な無線品質の平均値及び標準偏差に対して推定関数が割り当てられたテーブルを
予め有することを特徴とする請求項３に記載の受信機。
【請求項６】
　上下リンクが異なる周波数で構成されたＦＤＤ(Frequency Division Duplex)方式を用
いた無線システムについて、請求項１から５のいずれか１項に記載の前記受信機に対する
送信機であって、
　前記受信機へ送信すべきデータを、送信信号に変調する変調手段と、
　前記送信信号に対する送信電力を増幅する送信電力増幅手段と、
　前記受信機から受信した信号から、前記差分値を取得する復調手段と、
　前記差分値を用いて、前記送信電力増幅手段における送信信号毎の送信電力を制御する
送信電力制御手段と
を有することを特徴とする送信機。
【請求項７】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の受信機と、請求項６に記載の送信機とを有する
無線通信システムであって、
　送信機が基地局であって、当該基地局からの下りリンクに対して、受信機としての複数
の携帯端末が存在する場合、前記基地局は、複数の受信機に対してラウンドロビン・スケ
ジューリングによってスロットを割り当てることを特徴とする無線通信システム。
【請求項８】
　上下リンクが同一の周波数で構成されたＴＤＤ(Time Division Duplex)方式を用いた無
線システムについて、請求項１から５のいずれか１項に記載の前記受信機の機能を搭載し
た送受信機であって、
　前記受信機へ送信すべきデータを、送信信号に変調する変調手段と、
　前記送信信号に対する送信電力を増幅する送信電力増幅手段と、
　前記受信機から受信した信号から、前記差分値を取得する復調手段と、
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　前記復調手段からの差分値、又は、前記所要平均値導出部からの所要平均値に基づいて
、前記送信電力増幅手段における送信信号毎の送信電力を制御する送信電力制御手段と
を有することを特徴とする送受信機。
【請求項９】
　受信信号の無線品質に応じて伝送レートが可変となる適応変調方式と、再送回数に応じ
てパケット誤り率が可変となるＨＡＲＱ方式とに基づく受信機に搭載されたコンピュータ
を機能させるプログラムにおいて、
　前記受信機は、前記受信信号を復調すると共に、前記無線品質を出力する復調部を有し
ており、
　前記無線品質における平均値を算出する平均値算出手段と、
　前記無線品質における標準偏差を算出する標準偏差算出手段と、
　所要伝送速度を出力する所要伝送速度出力手段と、
　前記平均値及び前記標準偏差を用いて、前記所要伝送速度を実現するために必要となる
前記無線品質の所要平均値を算出する所要平均値導出手段と、
　前記平均値算出手段から出力された現平均値と、前記所要平均値導出手段から出力され
た所要平均値との差分値を生成し、前記送信機へ返信するフィードバック信号生成手段と
してコンピュータを機能させることを特徴とする受信機用のプログラム。
【請求項１０】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の前記受信機へ、信号を送信する送信機に搭載さ
れたコンピュータを機能させるプログラムであって、
　前記送信機は、
　前記受信機へ送信すべきデータを、送信信号に変調する変調部と、
　前記送信信号に対する送信電力を増幅する送信電力増幅部と、
　前記受信機から受信した信号を復調すると共に、前記差分値を取得する復調部と
を有しており、
　前記差分値を用いて、前記送信電力増幅手段における送信信号毎の送信電力を制御する
送信電力制御手段としてコンピュータを機能させることを特徴とする送信機用のプログラ
ム。
【請求項１１】
　受信信号の無線品質に応じて伝送レートが可変となる適応変調方式と、再送回数に応じ
てパケット誤り率が可変となるＨＡＲＱ方式とに基づく通信方式を採用した、送信機及び
受信機からなる通信システムにおける送信電力制御方法であって、
　前記受信機は、所要伝送速度を予め決定しており、
　前記送信機が、前記受信機へ、信号を送信する第１のステップと、
　前記受信機が、受信信号を復調すると共に、無線品質を出力する第２のステップと、
　前記無線品質における平均値及び標準偏差を算出する第３のステップと、
　前記受信機が、前記平均値及び前記標準偏差を用いて、前記所要伝送速度を実現するた
めに必要となる前記無線品質の所要平均値を算出する第４のステップと、
　前記受信機が、無線品質における現平均値と前記所要平均値との差分値を生成し、当該
差分値をフィードバック信号として前記送信機へ返信する第５のステップと、
　前記送信機が、前記受信機から受信した前記フィードバック信号を復調すると共に、前
記差分値を取得する第６のステップと、
　前記送信機が、前記差分値を用いて、送信電力増幅部における送信信号毎の送信電力を
制御する第７のステップと
を有することを特徴とする送信電力制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムにおける無線品質の変動に基づいて、送信機の送信電力を
制御する技術に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムについて、送信機が、受信機との間の距離又は干渉によっては、必要
以上に大きな電力で電波を送信する場合がある。このような電波は、周囲への干渉信号と
なるだけでなく、送信機における消費電力の増大という問題も生じる。この場合、送信機
が、受信機へ送信すべき電波に対して送信電力制御（ＴＰＣ:Transmit Power Control）
を実行することが好ましい。
【０００３】
　従来、受信機が、受信信号における無線品質（例えば受信信号強度（ＲＳＳ:Received 
Signal Strength））を測定し、その値を送信機へフィードバックすることによって、送
信機の送信電力を制御する技術がある。最適な送信電力に制御するために、受信信号のフ
レーム誤り率（ＦＥＲ:Frame Error Rate）を用いる技術がある（例えば特許文献１、４
参照）。また、ビット誤り率（ＢＥＲ:Bit Error Rate）を用いた技術（例えば特許文献
３参照）や、ＳＩＲ(Signal to Interference Ratio)を用いた技術（例えば非特許文献１
参照）もある。
【０００４】
　送信電力制御が積極的に用いられる無線通信システムとして、例えば符号分割多元接続
（ＣＤＭＡ:Code Division Multiple Access）方式を用いた上りリンクがある。ＣＤＭＡ
は、無線端末毎に異なる拡散パターンを割り当てることによって、送信信号を分離するこ
とができる。拡散符号は、完全直交しておらず、異なる拡散パターンの符号が符号間干渉
となる。
【０００５】
　無線端末と基地局との間の距離が遠い場合、無線端末からの送信信号は、基地局に到達
するまでに大きく減衰する。無線端末が、送信電力制御を実行しなかった場合、その送信
信号は、他の無線端末からの信号に基づく符号間干渉によって、無線品質が大きく劣化す
る。そのために、全ての無線端末は、基地局に到達する受信電力が等しくなるように、送
信電力制御を実行する必要がある。また、無線端末が、必要最低限の送信電力で送信する
ことは、無線端末の電力消費を抑えることにつながる。
【０００６】
　一方で、CDMA2001x EV-DOの下りリンクによれば、時分割多元接続（ＴＤＭＡ:Time Div
ision Multiple Access）方式を用いて、適応変調とハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲ
Ｑ:Hybrid Automatic Repeat reQuest）が採用されている。基地局における送信機は、常
に最大電力で信号を送信する。これに対し、端末における受信機は、ＳＩＲに基づいて、
変調方式、誤り訂正符号の符号化率、及びＨＡＲＱの最大再送回数によって定義される伝
送レートを決定し、送信機へフィードバックする。
【０００７】
　適応変調（ＡＭＣ：Adaptive Modulation and Coding）とは、セルラ通信網又は無線Ｌ
ＡＮ(Local Area Network)のような無線通信システムについて、無線品質に応じて伝送速
度を変化させる技術である。例えばCDMA2001x EV-DOについては、適応変調の伝送レート
はシンボル変調方式及び誤り訂正符号の符号化率の組み合わせ（ＭＣＳ:Modulation and 
Coding Set）と、ＨＡＲＱによるパケット再送回数の上限との組み合わせによって定義さ
れる（ＤＲＣ：Data Rate Control）。そして、無線品質に基づいて、一定水準のＦＥＲ
で通信可能なＭＣＳを選択して通信する。また、ＨＡＲＱとは、受信パケットの情報ビッ
トから誤りが検出された際に、送信機が同一パケットを再送し、受信機がそれらパケット
を合成することによってパケット再送回数を削減する方法である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－５１３７９号公報
【特許文献２】特開２００３－３４８０１０号公報
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【特許文献３】特開２００５－１３０５３１号公報
【特許文献４】特開２００７－１８４８６４号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】K. Mori, T. Nagaosa, and H. Kobayashi、「Downlinkpower control b
ased on predicted SIR for CDMA cellular packet communications」、IEEE54th Vehicu
lar Technology Conference 2001 Fall、vol.3、pp. 1879-1883、２００１年１０月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　前述した従来技術によれば、フェージング変動が大きい通信路環境では、送信機は、そ
のフェージング変動に追従するために、高頻度での送信電力制御を必要とする。また、受
信機は、無線品質を常に測定し、その値を送信機へフィードバックしなければならない。
受信機から送信機への測定値のフィードバックは、伝送遅延を生じるだけでなく、その処
理負荷も大きい。そのために、フェージングの瞬時変動に追従することが難しいという問
題もある。フェージングの瞬時変動に追従できない場合、無線品質に対して最適な伝送レ
ートに基づいて通信することができず、伝送速度特性も低下する。
【００１１】
　そこで、本発明は、フェージングの瞬時変動にリアルタイムに追従することなく、比較
的長い時間間隔の無線品質に対して送信電力を制御することによって、受信機からのフィ
ードバックに基づく伝送遅延及び処理負荷を軽減することができる受信機、方法及びプロ
グラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によれば、受信信号の無線品質に応じて伝送レートが可変となる適応変調方式と
、再送回数に応じてパケット誤り率が可変となるＨＡＲＱ(Hybrid Automatic Repeat Req
uest)方式とに基づく受信機において、
　受信信号を復調すると共に、無線品質を出力する復調手段と、
　無線品質における平均値を算出する平均値算出手段と、
　無線品質における標準偏差を算出する標準偏差算出手段と、
　所要伝送速度を出力する所要伝送速度出力手段と、
　平均値及び標準偏差を用いて、所要伝送速度を実現するために必要となる無線品質の所
要平均値を算出する所要平均値導出手段と、
　平均値算出手段から出力された現平均値と、所要平均値導出手段から出力された所要平
均値との差分値を生成し、送信機へ返信するフィードバック信号生成手段と
を有することを特徴とする。
【００１３】
　本発明の受信機における他の実施形態によれば、無線品質は、希望信号対干渉・雑音信
号電力比ＳＩＮＲ(Signal to Interference and Noise power Ratio)であることも好まし
い。
【００１４】
　本発明の受信機における他の実施形態によれば、所要平均値導出手段は、
　統計的な無線品質の平均値及び標準偏差を用いて、異なる電界強度変動（Ｋファクタ）
毎に、無線品質の平均値に対する最大伝送速度を表す推定関数を導出する推定関数導出手
段と、
　現在の無線品質の現平均値及び現標準偏差を用いて電界強度変動を算出し、当該電界強
度変動に対応する推定関数を選択し、当該推定関数について現平均値に対応する推定最大
伝送速度を導出する推定最大伝送速度導出手段と、
　推定最大伝送速度が所要伝送速度以上となる最小の平均値を、所要平均値として導出す
る所要平均値導出手段と
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を有することも好ましい。
【００１５】
　本発明の受信機における他の実施形態によれば、推定関数導出手段は、統計的な無線品
質の平均値及び標準偏差に対して推定関数が割り当てられたテーブルを予め有することも
好ましい。
【００１６】
　本発明の受信機における他の実施形態によれば、推定関数導出手段は、
　統計的な無線品質の平均値及び標準偏差に基づいて、無線品質の確率密度関数を算出す
る確率密度関数算出手段と、
　確率密度関数に基づいて、パケット誤り率を算出するパケット誤り率算出手段と、
　パケット誤り率を用いて、フレーム誤り率を算出するフレーム誤り率算出手段と、
　フレーム誤り率が所定閾値以下となる最大伝送レートを選択する最大伝送レート選択手
段と、
　パケット誤り率に基づいて、最大伝送レートにおける平均パケット再送回数を算出する
平均パケット再送回数算出手段と、
　フレーム誤り率及び平均パケット再送回数に基づいて、最大伝送レートにおける最大伝
送速度を算出する最大伝送速度算出手段と、
　無線品質の平均値及び標準偏差を用いて算出された異なる電界強度変動毎に、無線品質
の平均値に対する最大伝送速度を表す複数の推定関数を算出する推定関数算出手段と
を有することも好ましい。
【００１７】
　本発明によれば、上下リンクが異なる周波数で構成されたＦＤＤ(Frequency Division 
Duplex)方式を用いた無線システムについて、前述した受信機に対する送信機であって、
　受信機へ送信すべきデータを、送信信号に変調する変調手段と、
　送信信号に対する送信電力を増幅する送信電力増幅手段と、
　受信機から受信した信号から、差分値を取得する復調手段と、
　差分値を用いて、送信電力増幅手段における送信信号毎の送信電力を制御する送信電力
制御手段とを有することを特徴とする。
【００１８】
　本発明によれば、前述した受信機と、前述した送信機とを有する無線通信システムであ
って、
　送信機が基地局であって、当該基地局からの下りリンクに対して、受信機としての複数
の携帯端末が存在する場合、基地局は、複数の受信機に対してラウンドロビン・スケジュ
ーリングによってスロットを割り当てることを特徴とする。
【００１９】
　本発明によれば、上下リンクが同一の周波数で構成されたＴＤＤ(Time Division Duple
x)方式を用いた無線システムについて、前述した受信機の機能を搭載した送受信機であっ
て、
　受信機へ送信すべきデータを、送信信号に変調する変調手段と、
　送信信号に対する送信電力を増幅する送信電力増幅手段と、
　受信機から受信した信号から、差分値を取得する復調手段と、
　復調手段からの差分値、又は、所要平均値導出部からの所要平均値に基づいて、送信電
力増幅手段における送信信号毎の送信電力を制御する送信電力制御手段と
を有することを特徴とする。
【００２０】
　本発明によれば、受信信号の無線品質に応じて伝送レートが可変となる適応変調方式と
、再送回数に応じてパケット誤り率が可変となるＨＡＲＱ方式とに基づく受信機に搭載さ
れたコンピュータを機能させるプログラムにおいて、
　受信機は、受信信号を復調すると共に、無線品質を出力する復調部を有しており、
　無線品質における平均値を算出する平均値算出手段と、
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　無線品質における標準偏差を算出する標準偏差算出手段と、
　所要伝送速度を出力する所要伝送速度出力手段と、
　平均値及び標準偏差を用いて、所要伝送速度を実現するために必要となる無線品質の所
要平均値を算出する所要平均値導出手段と、
　平均値算出手段から出力された現平均値と、所要平均値導出手段から出力された所要平
均値との差分値を生成し、送信機へ返信するフィードバック信号生成手段と
してコンピュータを機能させることを特徴とする。
【００２１】
　本発明によれば、前述した受信機へ、信号を送信する送信機に搭載されたコンピュータ
を機能させるプログラムであって、
　送信機は、
　受信機へ送信すべきデータを、送信信号に変調する変調部と、
　送信信号に対する送信電力を増幅する送信電力増幅部と、
　受信機から受信した信号を復調すると共に、差分値を取得する復調部と
を有しており、
　差分値を用いて、送信電力増幅手段における送信信号毎の送信電力を制御する送信電力
制御手段としてコンピュータを機能させることを特徴とする。
【００２２】
　本発明によれば、受信信号の無線品質に応じて伝送レートが可変となる適応変調方式と
、再送回数に応じてパケット誤り率が可変となるＨＡＲＱ方式とに基づく通信方式を採用
した、送信機及び受信機からなる通信システムにおける送信電力制御方法であって、
　受信機は、所要伝送速度を予め決定しており、
　送信機が、受信機へ、信号を送信する第１のステップと、
　受信機が、受信信号を復調すると共に、無線品質を出力する第２のステップと、
　無線品質における平均値及び標準偏差を算出する第３のステップと、
　受信機が、平均値及び標準偏差を用いて、所要伝送速度を実現するために必要となる無
線品質の所要平均値を算出する第４のステップと、
　受信機が、無線品質における現平均値と所要平均値との差分値を生成し、当該差分値を
フィードバック信号として送信機へ返信する第５のステップと、
　送信機が、受信機から受信したフィードバック信号を復調すると共に、差分値を取得す
る第６のステップと、
　送信機が、差分値を用いて、送信電力増幅部における送信信号毎の送信電力を制御する
第７のステップと
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の受信機、方法及びプログラムによれば、フェージングの瞬時変動にリアルタイ
ムに追従することなく、比較的長い時間間隔の無線品質に対して送信電力を制御すること
によって、受信機からのフィードバックに基づく伝送遅延及び処理負荷を軽減することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】送信機としての基地局の送信電力制御を表す説明図である。
【図２】送信機としての携帯端末の送信電力制御を表す説明図である。
【図３】本発明における受信機の機能構成図である。
【図４】本発明の受信機に対抗する送信機の機能構成図である。
【図５】本発明における受信機の所要平均値導出部の機能構成図である。
【図６】理論解析に基づく所要平均値導出部の機能構成図である。
【図７】確率密度関数の畳み込みを表すグラフである。
【図８】テーブルに基づく所要平均値導出部の機能構成図である。
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【図９】静止環境及びフェージング環境における、平均ＳＩＮＲに対する最大伝送速度を
表すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００２６】
　図１は、送信機としての基地局の送信電力制御を表す説明図である。
【００２７】
　送信機としての基地局は、受信機としての携帯電話機が等電力で受信できるように送信
電力を制御する。基地局は、携帯電話機毎に、その間の距離が遠くなるほど送信電力を大
きくし、近くなるほど送信電力を小さくする。
【００２８】
　本発明が対象とする無線通信システムには、時分割多元接続（ＴＤＭＡ:Time Division
 Multiple Access）に基づいたパケット通信方式が採用されている。送信機は、１秒当た
り数百回の頻度で、受信機に対する通信品質が常に一定になるように、送信電力を制御す
る。送信電力は、受信機によって受信された信号における希望信号対・雑音信号電力比（
ＳＩＮＲ:Signal to Interference and Noise Ratio）の瞬時値に基づいて決定される。
「ＳＩＮＲ」は、希望信号の電力と、干渉及び雑音信号の電力の和との比(dB)である。
【００２９】
　１基の基地局は、エリア配下の多数の携帯端末へ、電波を送信する。この場合、基地局
の送信機は、携帯端末毎に、送信電力制御を実行する。例えば、基地局は、ＴＤ－ＣＤＭ
Ａ(Time Division - CDMA)によれば、下りリンクと上りリンクとをスイッチによって交互
に伝送する。また、下りリンクでは、ラウンドロビン・スケジューリングによって、携帯
端末毎にスロットが割り当てられる。本発明によれば、ＳＩＮＲに基づいて送信電力を決
定するために、CDMA2001x EV-DOで用いられているＰＦ(Proportional Fair)アルゴリズム
を用いる必要無く、単純なラウンドロビンによってスケジューリングを実行することがで
きる。
【００３０】
　本発明が対象とする無線通信システムは、受信信号の無線品質に応じて伝送レートが可
変となる適応変調方式と、再送回数に応じてパケット誤り率が可変となるＨＡＲＱ(Hybri
d Automatic Repeat Request)方式とを備える。ＨＡＲＱによれば、パケットを再送する
毎に、過去に送信された同一パケットの信頼度を合成することによって、パケット誤り率
(PER: Packet Error Rate)を改善する。これによって、平均パケット再送回数が削減され
る。
【００３１】
　以下では、本発明を、２つの無線システムに適用した場合の実施形態について説明する
。
［１］上下リンクが異なる周波数で構成されたＦＤＤ(Frequency Division Duplex)方式
を用いた無線システムへの適用
［２］上下リンクが同一の周波数で構成されたＴＤＤ(Time Division Duplex)方式を用い
た無線システムへの適用
【００３２】
［１］上下リンクが異なる周波数で構成されたＦＤＤ方式を用いた無線システムへの適用
【００３３】
　図２は、ＦＤＤ方式の無線システムについて、送信機としての携帯端末の送信電力制御
を表す説明図である。
【００３４】
　図２によれば、送信機としての複数の携帯端末は、受信機としての基地局が等電力で受
信できるように送信電力を制御する。ここで、携帯端末は、基地局との間の距離が遠くな
るほど、送信電力を大きくする必要がある。一方で、携帯端末は、基地局との間の距離が
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近くなるほど、送信電力は小さくてもよい。従って、携帯端末は、送信電力が無駄に大き
くならないように制御すべきである。
【００３５】
　図３は、ＦＤＤ方式の無線システムに適用される、本発明における受信機の機能構成図
である。
【００３６】
　受信機１は、下りリンクにおける携帯端末の受信部であってもよいし、上りリンクにお
ける基地局の受信部であってもよい。下りリンクを想定した場合、携帯端末における無線
品質は、基地局から受信する共通チャネルのパイロット信号に基づくものであって、例え
ばＳＩＮＲである。無線通信システムとしては、例えば、３ＧＰＰ２(3rd Generation Pa
rtnership Project 2)で標準化されているCDMA2000 EV-DOのセルラシステムの下りリンク
を想定する。無線通信システムがセルラシステムである場合、携帯端末は、例えば携帯電
話機である。
【００３７】
　図３によれば、受信機１は、既存の無線通信装置と同様に、データ送受信部１００と、
変調部１１１と、符号化部１１２と、復調部１２１と、復号部１２２とを有する。復調部
１２１は、受信信号を復調すると共に、無線品質を出力する。復調された受信信号は、復
号部１２２によって復号され、データ送受信部１００へ出力される。データ送受信部２０
０から出力された送信すべきデータは、符号化部１１２によって符号化され、変調部１１
１によって変調される。変調された送信信号は、アンテナを介して送信機２へ送信される
。
【００３８】
　本発明によれば、受信機１は、平均値算出部１３１と、標準偏差算出部１３２と、所要
平均値導出部１３３と、所要伝送速度出力部１３４と、フィードバック信号生成部１３５
とを有する。これら機能構成部は、受信機（例えば携帯電話機又は基地局）に搭載された
コンピュータを機能させるプログラムを実行することよって実現される。
【００３９】
　平均値算出部１３１は、復調部１２１からＳＩＮＲを入力し、短区間（数十～数百ms）
における平均ＳＩＮＲγ－を算出する。平均ＳＩＮＲγ－とは、レイリーフェージングに
よる変動に対する平均値である。平均値及び２乗平均値は、区間平均、単純移動平均（Ｓ
ＭＡ）、又は指数平滑移動平均（ＥＭＡ）を用いて算出されてもよい。算出された平均Ｓ
ＩＮＲγ－は、所要平均値導出部１３３へ出力される。
【００４０】
　標準偏差算出部１３２は、復調部１２１からＳＩＮＲを入力し、平均値を求める短区間
におけるＳＩＮＲの標準偏差σを算出する。算出されたＳＩＮＲの標準偏差σは、所要平
均値導出部１３３へ出力される。
【００４１】
　所要伝送速度出力部１３４は、所要伝送速度を出力する。所要伝送速度とは、例えば無
線通信システムにおける最大伝送速度である。所要伝送速度は、所要平均値導出部１３３
へ出力される。
【００４２】
　所要平均値導出部１３３は、平均値算出部１３１から平均ＳＩＮＲγ－を入力し、標準
偏差算出部１３２から標準偏差σを入力し、所要伝送速度出力部１３４から所要伝送速度
を入力する。そして、所要平均値導出部１３３は、平均ＳＩＮＲγ－及び標準偏差σを用
いて、所要伝送速度を実現するために必要となる無線品質の所要平均値（所要平均ＳＩＮ
Ｒ）を算出する。所要平均ＳＩＮＲは、フィードバック信号生成部１３５へ出力される。
【００４３】
　フィードバック信号生成部１３５は、平均値算出部１３１から出力された現平均ＳＩＮ
Ｒと、所要平均値導出部１３３から出力された所要平均ＳＩＮＲとの差分値を生成する。
その差分値はデータパケットに含められ、そのデータパケットは、送信機へ返信される（
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クローズドループ制御）。
【００４４】
　図４は、ＦＤＤ方式の無線システムに適用される送信機の機能構成図である。
【００４５】
　図４によれば、送信機２は、既存の無線通信装置と同様に、データ送受信部２００と、
変調部２１１と、符号化部２１２と、送信電力増幅部２１３と、復調部２２１と、復号部
２２２とを有する。データ送受信部２００から出力された送信すべきデータは、符号化部
２１２によって符号化され、変調部２１１によって変調される。変調された送信信号は、
送信電力増幅部２１３によって、受信機毎に異なる送信電力で増幅されて送信される。ま
た、受信機１から受信した信号は、復調部２２１によって復調され、復号部２２２によっ
て復号される。復号部２２２は、受信機１から受信した信号に含まれる平均ＳＩＮＲの差
分値を取得する。
【００４６】
　本発明によれば、送信機２は、送信電力制御部２３１を更に有する。送信電力制御部２
３１は、復号部２２２から、受信機１から受信した平均ＳＩＮＲの差分値（及び伝送速度
）を入力し、その差分値に基づいて、送信電力増幅部２１３における送信信号毎の送信電
力を制御する。また、受信機１から受信した伝送速度に基づいて、変調部２１１を制御す
るものであってもよい。送信電力制御部２３１は、受信機毎に対する送信電力値（及び伝
送速度）を保持する。そして、送信電力制御部２３１は、前回の送信電力と、受信機から
のフィードバック信号における平均ＳＩＮＲの差分値とに基づいて、送信電力を制御する
。尚、初期状態では、送信機における最大電力を送信電力とする。
【００４７】
　本発明によれば、受信機の受信信号における無線品質の瞬時値ではなく、平均及び標準
偏差などの統計値を用いて、ＰＥＲ又はＦＥＲが閾値を越えないように、送信機の送信電
力が制御される。送信電力制御は、無線品質の統計量が変化しないような時間区間、例え
ば０．５秒又は１秒毎に実行される。
【００４８】
［２］上下リンクが同一の周波数で構成されたＴＤＤ方式を用いた無線システムへの適用
【００４９】
　図５は、ＴＤＤ方式の無線システムに適用される、本発明の送受信機の機能構成図であ
る。
【００５０】
　送受信機３としては、携帯端末を想定する。携帯端末における無線品質は、基地局から
受信する共通チャネルのパイロット信号に基づくものであって、例えばＳＩＮＲである。
無線通信システムがセルラシステムである場合、携帯端末は、例えば携帯電話機である。
図５によれば、フィードバック信号を用いることなく、受信信号の無線品質を用いて送信
電力を制御することができる（オープンループ制御）。尚、図５は、クローズドループ制
御についても実行できる。
【００５１】
　図５の送受信機３は、図３の受信機１と比較して、送信電力増幅部２１３と、送信電力
制御部２３１とを更に有する。送信電力増幅部２１３は、変調部１１１から出力された送
信信号を増幅して、アンテナへ出力する。
【００５２】
　送信電力制御部２３１は、復号部１２２から、対向する送受信機から受信した平均ＳＩ
ＮＲの差分値（及び伝送速度）を入力する。送信電力制御部２１３は、その差分値に基づ
いて、送信電力増幅部２１３における送信信号毎の送信電力を制御する。また、送信電力
制御部２３１は、所要平均値導出部１３３から出力された所要ＳＩＮＲに基づいて送信電
力を制御することもできる。
【００５３】
　送信電力制御部２３１は、送信電力値（及び伝送速度）を保持する。そして、送信電力
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制御部２３１は、前回の送信電力と、受信機からのフィードバック信号における平均ＳＩ
ＮＲの差分値とに基づいて、送信電力を制御する。尚、初期状態では、送信機における最
大電力を送信電力とする。
【００５４】
　本発明によれば、送受信機の受信信号における無線品質の瞬時値ではなく、平均及び標
準偏差などの統計値を用いて、ＰＥＲ又はＦＥＲが閾値を越えないように、送信電力が制
御される。送信電力制御は、無線品質の統計量が変化しないような時間区間、例えば０．
５秒又は１秒毎に実行される。
【００５５】
　次に、所要平均値導出部について説明する。以下では、所要平均値導出部の２つの実施
形態について説明する。
［１］理論解析に基づく推定関数の導出
［２］テーブルに基づく推定関数の導出
【００５６】
［１］理論解析に基づく推定関数の導出
【００５７】
　図６は、理論解析に基づく所要平均値導出部の機能構成図である。
【００５８】
　図６によれば、所要平均値導出部１３３は、推定関数導出部１３３１と、推定最大伝送
速度導出部１３３２と、所要平均値導出部１３３３とを有する。
【００５９】
　推定関数導出部１３３１は、平均ＳＩＮＲγ－及び標準偏差σに基づく電界強度変動（
Ｋファクタ）毎に、平均ＳＩＮＲγ－に対する最大伝送速度を表す関数を導出する。ここ
で、「最大伝送速度」とは、競合するトラヒックが無いときの伝送速度を意味する。これ
ら複数の推定関数は、推定最大伝送速度導出部１３３２によって参照される。
【００６０】
　推定最大伝送速度導出部１３３２は、現在の無線品質の現平均ＳＩＮＲγ－及び現標準
偏差σを用いてＫファクタを算出する。そして、当該Ｋファクタに対応する推定関数を選
択し、当該推定関数について現平均ＳＩＮＲγ－に対応する推定最大伝送速度を導出する
。推定最大伝送速度は、所要平均値導出部１３３３へ出力される。
【００６１】
　所要平均値導出部１３３３は、推定最大伝送速度と、所要伝送速度とを入力する。そし
て、所要平均値導出部１３３３は、推定最大伝送速度が所要伝送速度以上となる最小の平
均ＳＩＮＲγ－を、所要平均ＳＩＮＲγ－として導出する。所要平均ＳＩＮＲγ－は、フ
ィードバック信号生成部１３５へ出力される。所要平均ＳＩＮＲは、統計量である平均値
及び標準偏差が一定となる時間、例えば０．５秒毎又は１秒毎に導出される。
【００６２】
　図５によれば、推定関数導出部１３３１は、確率密度関数算出部３１１と、パケット誤
り率特性記憶部３１２と、パケット誤り率算出部３１３と、フレーム誤り率算出部３１４
と、最大伝送レート選択部３１５と、平均パケット再送回数算出部３１６と、最大伝送速
度算出部３１７と、推定関数算出部３１８とを有する。
【００６３】
　確率密度関数算出部３１１は、平均ＳＩＮＲγ－及び標準偏差σに基づいて、ＳＩＮＲ
の確率密度関数(ＰＤＦ：Probability Density Function)を算出する。例えば、以下の式
によって算出される。算出された確率密度関数は、パケット誤り率算出部３１３へ出力さ
れる。
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【数１】

　　　γ：ＳＩＮＲ
　　　γ－：平均ＳＩＮＲ
　　　Ｋ：ライスフェージングにおけるＫファクタ
　　　ｆ(γ｜γ－,Ｋ)：確率密度関数
【００６４】
　「ライスフェージング」とは、見通しがある場合の直接波と、障害物によって回折する
場合の反射波とによって生じる電界強度の変動をいう。また、「Ｋファクタ」とは、反射
波の電界強度に対する直接波の電界強度の割合（＝直接波の電界強度／反射波の電界強度
）を表す。Ｋファクタの数字が大きくなるほど、フェージングによる通信路の変動の大き
さが小さくなるため、ＨＡＲＱによるパケット再送の機会が減少する。Ｋファクタは、以
下のように、平均ＳＩＮＲγ－及び標準偏差σによって算出される。

【数２】

　　　σ：ＳＩＮＲの標準偏差
【００６５】
　パケット誤り率特性記憶部３１２は、ＡＷＧＮ(Additive White Gaussian Noise、加法
性ホワイトガウスノイズ)通信路について、ＭＣＳ(Modulation and Coding Set)毎のパケ
ット誤り率を予め記憶する。ＭＣＳは、送信信号の直交変調方式と、誤り訂正符号の符号
化率との組み合わせを意味する。ホワイトノイズ(White noise)によれば、フーリエ変換
によって導出されたパワースペクトルは、全ての周波数で同じ強度となる（全ての周波数
を含む光は、白色となる）。
【００６６】
　パケット誤り率算出部３１３は、確率密度関数PDFを畳み込むことによって、伝送レー
ト毎に且つ再送回数（１～ｎ）毎の確率密度関数を、パケット誤り分布として算出する。
ここで、確率密度関数PDFにおける畳み込み演算の計算量は、サンプル点の２乗のオーダ
となる。
【００６７】
　そして、パケット誤り率算出部３１３は、確率密度関数PERと、パケット誤り率特性記
憶部３４４のＭＣＳ毎のパケット誤り率PERとに基づいて、ＭＣＳ毎のパケット誤り率PER
を算出する。具体的には、確率密度関数PDFに、パケット誤り率特性記憶部３４０に記憶
されたＡＷＧＮ通信路におけるＭＣＳ毎のパケット誤り率PERを乗算する。その乗算結果
を積分することにより、ＭＣＳ毎のパケット誤り率PERを算出する。
【００６８】
　図７は、確率密度関数の畳み込みを表すグラフである。
【００６９】
　図７（ａ）は、横軸にＳＩＮＲを表し、縦軸に確率密度を表す。点線は、パケット送信
毎の合成ＳＩＮＲの確率分布を表し、実線は、パケット送信毎のパケット誤り分布を表す
。図７（ｂ）も、横軸にＳＩＮＲを表し、縦軸にパケット誤り率を表す。曲線は、ＡＷＧ
Ｎ通信路について、所定のＭＣＳを使用したときのパケット誤り率特性を表している。こ
のＡＷＧＮ通信路におけるパケット誤り率は、ＨＡＲＱによるパケットの軟判定情報合成
をしていないときのものであり、図４におけるパケット誤り率特性記憶部３１２に記憶さ
れている。
【００７０】
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　図７（ａ）によれば、（ｎ－１）回目のパケット送信時のパケット誤り分布に、１回目
のパケット受信時のＳＩＮＲの確率密度関数を畳み込むことによって、ＨＡＲＱにおける
パケット再送時の軟判定情報合成後のＳＩＮＲの確率分布を表す。即ち、１回目の送信に
おける合成ＳＩＮＲの確率分布同士を畳み込むことにより、２回目の送信における合成Ｓ
ＩＮＲの確率分布が得られる。また、２回目の送信と１回目の送信とにおける合成ＳＩＮ
Ｒの確率分布を畳み込むことにより、３回目の送信における合成ＳＩＮＲの確率分布が得
られる。畳み込みは以下の式に基づく。
【数３】

　　　ｆ(γ|γ－,Ｋ,ｎ)：ｎ回目のパケット送信時の確率密度関数
　図７（ａ）の点線で表される軟判定情報合成後のＳＩＮＲの確率分布に、図６（ｂ）の
曲線で表されるＡＷＧＮ通信路におけるパケット誤り率特性を乗算したものが、パケット
誤り分布と定義される。このパケット誤り分布は、図６（ａ）の実線で表される。
【００７１】
　各伝送レートにおけるパケット再送回数毎の確率密度関数PDFは、パケット誤り分布と
定義される。
【００７２】
　フレーム誤り率算出部３１４は、伝送レート毎のパケット誤り率PERを用いて、最大パ
ケット再送回数Ｎまで再送した場合におけるフレーム誤り率PERを算出する。ここでは、
ＨＡＲＱにおけるパケット誤り率の改善の効果を考慮せず、再送時のパケット誤り率PER
は、全て１回目のパケット送信時のパケット誤り率PERと同一であると仮定してもよい。
また、確率密度関数PDFから、再送回数に応じて変化するパケット誤り率PERに基づいて、
再送回数毎にパケット誤り率PERを独立した事象として扱い、フレーム誤り率FERを算出す
るものであってもよい。即ち、フレーム誤り率は、再送回数に関係ないものであってもよ
いし、又は、各ＭＣＳで最大パケット再送回数に依存するものであってもよい。同一ＭＣ
Ｓについて、パケット再送回数が増加する毎に、パケット誤り率PERが減少する。そして
、伝送レート毎に、フレーム誤り率FER(Frame
Error Rate)を導出する。
【００７３】
　フレーム誤り率算出部３１４は、確率密度関数ｆ(γ)に基づいて、パケット誤り率PER
及びフレーム誤り率FERを算出する。フレーム誤り率FERは、最大伝送レート選択部３１５
及び最大伝送速度算出部３１７へ出力される。パケット誤り率PERは、平均パケット再送
回数算出部３１６へ出力される。
【００７４】
　ここで、「伝送レート」は、伝送速度に基づく離散値である。CDMA2000 EV-DO Rev.Aに
よれば、１４種類のＤＲＣ Indexによって定義される。表１は、ＤＲＣ IndexとＤＲＣ R
ate（伝送速度）との関係を表す。
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【表１】

【００７５】
　最大伝送レート選択部３１５は、フレーム誤り率が所定閾値以下となる最大伝送レート
を選択する。選択された最大伝送レートは、平均パケット再送回数算出部３１６及び最大
伝送速度算出部３１７へ出力される。
【００７６】
　平均パケット再送回数算出部３１６は、パケット誤り率に基づいて、最大伝送レートに
おける平均パケット再送回数を算出する。平均ＳＩＮＲγ－及び標準偏差σから導出され
た最大伝送レートのパケット誤り率PERを用いて、平均再送回数を導出する。パケット再
送回数の上限Ｎmaxを用いて、平均再送回数Ｎaveを以下のように導出する。
　　　Ｎave：平均パケット再送回数
　　　Ｎmax：ＨＡＲＱによる最大パケット再送回数
　　　Ｆ：フレーム誤り率
　　　Ｐ(n)：ＨＡＲＱによるn回目のパケット受信時におけるパケット誤り率
　　　　　　（Ｐ(0)＝１）

【数４】

　　フレーム誤り率算出部からは、各Ｐ(n)（n：再送回数、最初はn=1）が出力される。
【００７７】
　最大伝送速度算出部３１７は、最大伝送レートにおけるフレーム誤り率Ｆ及び平均再送
回数Ｎaveに基づいて、最大伝送レートにおける最大伝送速度Ｒを算出する。例えば以下
のように算出される。
【数５】

　　　Ｒmax：パケット誤りが無いときの最大伝送速度
　「パケット誤りがないときの最大伝送速度」とは、競合するトラヒックが無く、且つ、
パケット誤りが発生しないときの伝送速度を意味する。
【００７８】
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　推定関数算出部３１８は、平均ＳＩＮＲγ－及び標準偏差σに基づく電界強度変動（Ｋ
ファクタ）毎に、平均ＳＩＮＲγ－に対する最大伝送速度を表す関数を導出する。これら
複数の推定関数は、推定最大伝送速度導出部１３３２によって参照される。
【００７９】
［２］テーブルに基づく推定関数の導出
【００８０】
　図８は、テーブルに基づく所要平均値導出部の機能構成図である。
【００８１】
　図８によれば、図６と同様に、所要平均値導出部１３３は、推定関数導出部１３３１と
、推定最大伝送速度導出部１３３２と、所要平均値導出部１３３３とを有する。ここで、
図６と相違する点は、推定関数導出部１３３１が、平均値に対する標準偏差を表すテーブ
ルを備えていることにある。
【００８２】
　推定関数導出部１３３１は、平均ＳＩＮＲγ－及び標準偏差σを入力し、推定関数を出
力する。推定関数導出部１３３１は、平均ＳＩＮＲγ－及び標準偏差σをそれぞれ量子化
し、平均ＳＩＮＲγ－及び標準偏差σに対応する推定関数をテーブルとして保持する。こ
れによって、推定関数の算出に要する計算時間を短縮することができる。図８によれば、
テーブルは、入力された平均ＳＩＮＲγ－及び標準偏差σが一致する部分における推定関
数が選択される。
【００８３】
　図９は、静止環境及びフェージング環境における、平均ＳＩＮＲに対する最大伝送速度
を表すグラフである。
【００８４】
　図９のグラフによれば、横軸は通信路の平均ＳＩＮＲを表し、縦軸は最大伝送速度を表
す。また、静止環境を、Ｋファクタ＝１００として表し、フェージング環境を、Ｋ＝１と
して表している。Ｋファクタの数字が大きいということは、フェージングによる通信路の
変動が小さいことを意味し、Ｋファクタの数字が小さいということは、フェージングによ
る通信路の変動が大きいことを意味する。図９によれば、Ｋファクタが異なるときに、平
均ＳＩＮＲに対する最大伝送速度が大きく異なる。本発明によれば、平均ＳＩＮＲγ－及
び標準偏差σから推定されたＫファクタに基づいて、正確な最大伝送速度を推定すること
ができる。
【００８５】
　以上、詳細に説明したように、本発明の受信機、方法及びプログラムによれば、フェー
ジングの瞬時変動にリアルタイムに追従することなく、比較的長い時間間隔の無線品質に
対して送信電力を制御することによって、受信機からのフィードバックに基づく伝送遅延
及び処理負荷を軽減することができる。
【００８６】
　また、適応変調及びＨＡＲＱを採用した無線通信システムについては、所要伝送速度に
応じて所定のＰＥＲ又はＦＥＲを実現する最小の平均ＳＩＮＲとなるように、送信機の送
信電力を制御することによって、所要伝送速度を維持しつつ、電力消費を削減することが
できる。
【００８７】
　前述した本発明の種々の実施形態について、本発明の技術思想及び見地の範囲の種々の
変更、修正及び省略は、当業者によれば容易に行うことができる。前述の説明はあくまで
例であって、何ら制約しようとするものではない。本発明は、特許請求の範囲及びその均
等物として限定するものにのみ制約される。
【符号の説明】
【００８８】
　１　受信機
　１００　データ送受信部
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　１１１　変調部
　１１２　符号化部
　１２１　復調部
　１２２　復号部
　１３１　平均値算出部
　１３２　標準偏差算出部
　１３３　所要平均値導出部
　１３４　所要伝送速度出力部
　１３５　フィードバック信号生成部
　１３３１　推定関数導出部
　１３３２　推定最大伝送速度導出部
　１３３３　所要平均値導出部
　３１１　確率密度関数算出部
　３１２　パケット誤り率特性記憶部
　３１３　パケット誤り率算出部
　３１４　フレーム誤り率算出部
　３１５　最大伝送レート選択部
　３１６　平均パケット再送回数算出部
　３１７　最大伝送速度算出部
　３１８　推定関数算出部
　２　送信機
　２００　データ送受信部
　２１１　変調部
　２１２　符号化部
　２１３　送信電力増幅部
　２２１　復調部
　２２２　復号部
　２３１　送信電力制御部
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